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令和３年度 デジタル技術活用による新ビジネス創出支援補助金 

交付申請書提出要領（第2期）（応募者向け参考版） 
 

公益財団法人北九州産業学術推進機構 

イノベーションセンター情報産業振興グループ 

 

本要領は、「北九州産業学術推進機構デジタル技術活用による新ビジネス創出支

援補助金実施規程（以下、「規程」という。）」に基づく、令和３年度第２期公募

で採択された事業者（以下、「採択者」という。）による実施計画書作成に際して

のルール・規則を定めたものです。 

※本要領は令和３年度第２期の応募提案者向けの参考版です。正式版は採択決定

後、採択者に対して提供します。その際、内容に変更の可能性があります。 

 

１ 交付申請の提出について 

 

実施計画書の作成に際し、当財団のコーディネータと協議を行い、申請する補

助の種類（実証支援補助若しくは事業化支援補助）及び具体的な補助事業の内容

を決定していただきます。採択後の協議により補助事業の実施が困難である場合

など交付申請の認定を行わない場合があります。 

 

※提出していただく書類 

  交付申請書（様式２） 

  実施計画書（様式２－１（実証支援），２－２（事業化支援）） 

  予算経費明細書（様式２－３） 

コンソーシアム協定書（見本１）・・・ コンソーシアム申請の場合のみ 

 概算払請求書（様式３）及び内訳書（様式３－１）・・・ 必要な場合のみ 

 申請者の決算書（直近２期分） 

 申請者の所在地の市税納税証明書（発行から３か月以内で市税に滞納がないこ 

とを証明するもの） 

 

（１）交付申請書（様式２）記載内容 

 

１ 補助金の種類   ・・・ 

２ 補助事業の名称 

 

 

３ 補助事業の期間 ・・・ 補助事業の期間を記載してください。 

最長期間は交付決定から１年間です。 

 

４ 交付対象となる事業経費の総額 ・・・ 予算経費明細書の「総額」を

記載してください。 

原則、提案書と同一内容を記載してください。 

名称について分かりにくいなどの指摘があった場

合、見直しを行ってください。 
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５ 補助金交付申請額 ・・・ 予算経費明細書の「補助金額」を記載して

ください。 

（２）実施計画書（様式２－１，２－２）記載内容 

 

１ 事業内容 

    （１）事業概要 

    （２）希望する支援内容 

    （３）市場考察 

    （４）収益モデル 

    （５）要素技術・サービスの試作状況（事業化支援補助のみ） 

    （６）成果指標 

   ２ 組織・体制 

    （１）申請者 

    （２）メンバー企業・団体 

    （３）実施体制 

  

  ３ 実施スケジュール 

 

４ 将来展望 

 

 

    [記載上の注意] 

 

１ 事業内容 ・・・ 

 

 

 

２ 組織・体制・・・ 実施体制に記載されていない従事者については、

「労務費・旅費」の対象となりませんのでご注意くだ

さい。 

 

３ 実施スケジュール・・・補助期間内における作業内容と期間を示した工

程表を作成してください。作業単位の粒度は定

めませんが、本補助事業期間内で実施する内容

と、コンソーシアムの場合はそれぞれの分担内

容を明確にしてください。 

 

４ 将来展望・・・ 

 

 

 

提案書を基に、実施する内容を中心に記載してくだ

さい。審査委員会意見も踏まえてください。 

申請書を基に、実施する内容を中心に記載してくだ

さい。審査委員会における意見も踏まえてくださ

い。 
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（３）予算経費明細書（様式２－３）記載内容 

 

・見積書を取るなどして、実施ベースの経費を積算してください。 

 

・経費明細は、できるだけ具体的かつ詳細に記載してください。 

 

消耗品 ・・・品名ごとに単価および数量を記載 

旅 費 ・・・出張予定者、用務および行先を記載 

外注費 ・・・外注する役務ごとに記載 

 

この他「４ 補助対象経費の項目」の各注意事項を確認のうえ、記載を行

ってください。 

 

（４）コンソーシアム協定書（見本１） コンソーシアム申請の場合のみ 

 

コンソーシアムによる申請の場合、全コンソーシアム構成員において、コ

ンソーシアム協定を締結し、１通を実施計画書に添付して提出してくださ

い。コンソーシアム協定書は外注費・謝金の支出の有無にかかわらず必要で

す。 

 

様式の定めはありませんが、以下の内容を網羅してください。 

・目的 

・名称 

・成立の時期及び解散の時期 

・構成員及び代表構成員（全構成員の押印が必要） 

・構成員の業務の分担 

・構成員の必要経費負担・分配 

・構成員の相互間の責任の分担 

・構成員の追加、脱退（破産、解散を含む）に関する措置 

・契約不適合責任 

・秘密保持義務 

 

（５）交付申請の認定（交付決定）について 

 

交付決定は原則として、書面による認定を行います。ただし、必要に応じ

てヒアリングを行うことがあります。 

 

交付決定の途中経過のお問い合わせには一切応じかねますのであらかじめ
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ご了承ください。 

 

事業化支援補助への交付申請のうち、内容は概ね優れているものの実施計

画として事業化に向けた具体的な体制構築、実証実施状況等が不十分と認め

られる申請については、実証支援補助として決定を行う場合があります。 

なお、交付申請額より減額して交付決定する場合があります。 

 

（６）概算払いについて 

 

補助金交付決定後、申請者からの申請に基づき、交付決定額の７割を上限

とした概算払ができます。概算払を希望する場合は、交付申請承認後、速や

かに概算払請求書（様式３）及び内訳書（様式３-１）を提出してください。 

 

２ 補助対象経費の項目（消費税含みません） 

経費項目 
内容 

大項目 中項目 

Ⅰ 物品費 

１ 土木・建築

工事費 

機械装置等の製作・設置に必要な土木・建築工事、ならびにこれ

らに付帯する電気工事に要する経費 

２ 機械装置等

製作・購入

費 

補助事業の実施に必要な機械装置、その他備品の製作、購入・設

置に要する経費（取得価格が２０万円以上、かつ耐用年数が１年

以上のもの） 

３ 消耗品費 
補助事業の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の製作又は購

入に要する経費 

４ 保守・改造

修理費 

プラント及び機械装置等の保守（機能の維持管理等）、改造（主

として価値を高め、又は耐久性を増す場合）、修理（主として原

状に回復する場合）に必要な経費 

Ⅱ 労務費   

１ 従業員費 
補助事業に直接従事した従業員の人件費（社会保険料等事業主負

担分含む） 

２ 補助員費 
補助事業に直接従事したアルバイト、パート等（ただし、上記１

に含まれるものを除く）の経費（社会保険料等事業主負担分含

む） 

Ⅲ その他

経費 

１ 旅費 
補助事業を実施するため特に必要とする人員の旅費、滞在費（た

だし、国外出張は、申請者である企業等の研究員１名かつ１回分

のみ）※旅費の合計は、Ⅰ～Ⅲの合計額の２０％以内とする 

２ 外注費 
補助事業実施に直接必要なデータの分析及びソフトウェア、設計

等の請負外注に係る経費（研究開発要素を含まないものに限る） 

３ 知的財産権 

関連経費 

補助事業に密接に関連し、当該事業の事業化にあたり必要となる
特許権等の知的財産権の取得に要する弁理士の手続き代行費用や
翻訳料等（ただし、行政庁に納付する出願料、審査請求料、特許
料等の出願手数料を除く） 
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４ 諸経費 

上記経費の他、補助事業実施に直接必要な経費。 

以下は、計上例を示すものであり、これに限定するものではな

い。 

1)会議費 

補助事業実施に直接必要な会議の開催に要する経費。（外部の

有識者を招いて知見を得るような会議における有識者への旅費

・謝金等。） 

2)借用費 

補助事業の実施に直接必要な実験装置、測定機器その他の設

備、備品及び電子計算機、ソフトウェアの使用等に要する経費 

3)図書資料費 

補助事業の実施に直接必要な図書資料購入費 

4)運送費 

補助事業の実施に直接必要な送付（運搬）に要する経費（運搬

に伴う機器等の設置に要する経費を含む） 

5)技術指導費 

 補助事業の実施にあたり共同研究者以外の外部からの技術指導

を必要とする場合、技術者、専門家等に支払う謝金、旅費等 

6)学会・セミナー等参加費 

 補助事業に係る研究開発と密接に関連する学会やセミナーであ

って、当該研究開発の成果発表や当該研究に係る情報収集を行

う目的で参加するための費用 

  ※間接経費は補助対象となりません。 

 

注１：消費税について 

消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。ただし、以下に

掲げる申請者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるため、

消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 
 

・消費税法における納税義務者とならない申請者 

・免税事業者である申請者 

・簡易課税事業者である申請者 

・国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限

る。）、消費税法別表第３に掲げる法人の申請者 

・国又は地方公共団体の一般会計である申請者 

・課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税

額確定後の返還を選択する申請者 

 

 

注２：機器や消耗品等の購入について 

汎用性の高い機器（パソコン等）は補助対象となりません。 

市販されていない補助事業用の資機材や試作品を第三者に製作を依頼し、

購入する場合は、取得価格に応じて「Ⅰ－２機械装置等製作・購入費」又は

「Ⅰ－３消耗品費」へ計上してください。 
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注３：ソフトウェアの購入について 

補助事業に係る技術の専門性が高いソフトウェアを購入する場合、機械装

置に組み込まれたものの場合は「Ⅰ－２機械装置等製作・購入費」の区分で

計上してください。ソフトウェア単体での購入の場合、パッケージソフトの

場合は「Ⅰ－３消耗品費」、クラウドサービスを利用する場合は「Ⅲ－４諸

経費（借用費）」の区分で計上してください。 

 

 

注４：労務費について 

労務費は原則、時給単価（円／時間：小数点以下切り捨て）にて計算しま

す。また、基本給与のほかに諸手当（ただし、超過勤務手当、賞与及び臨時

に支給する手当を除く）及び法定福利費を含めることができます。令和３年

４月の給与を基に時給単価を算出し、補助対象事業に従事する予定時間数を

乗じてください。役員報酬は労務費に含まれません。ただし、月給等として

の実支給額が時給単価×補助申請時間の額を下回る場合、実支給額を当該月

の補助上限額とします。 

 

交付申請時に、時給単価の算出根拠となる労務費の計算表と、算出の基と

なる給与台帳等根拠資料を提出していただきます。また就業規則、労働協

約、給与規則、企業カレンダー等、就業に関係する書類も提出していただき

ます。 

 

アルバイト・パートについては、雇用契約書等に基づく時間単価を適用し

ます。 

 

労務費を計上する従業員及び補助員については、従事日誌を作成し、経理

検査時に提出していただきます。その際に、給与台帳及び出勤簿等の根拠と

なる書類も提出していただきます。また人材派遣会社から補助員を採用する

場合、複数の派遣会社を経由する採用は認められません。 

    

コンソーシアムによる提案については、構成員（企業、組合、大学等研究

機関）にかかる人件費は構成員ごとに労務費として計上してください。 

  

 

注５：旅費について 

補助対象事業を遂行するために特に必要とした交通費（原則として公共交

通機関を利用）及び宿泊費等であって、当該機関の旅費規程等により算定さ

れた経費の計上を認めます。 

 

ただし、特別な理由がない限り、タクシー料金、グリーン車料金、ビジネ
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スクラス・ファーストクラス料金等は認めません。 

 

なお、経理検査時は、補助対象事業に従事したことがわかるよう、出張報

告書を提出していただきます。出張報告書には、出張者、用務先、日時、目

的などについて「いつ、誰と、どこで、何をしたか」といったように具体的

に記載していただきます。 

 

計上できる旅費は、経費明細の中で、直接経費（大項目Ⅰ～Ⅲ）の合計の

２０％以内とします。ただし、２０％を超える旅費を計上しなければならな

い場合、当財団と協議の上、可否を判断するものとします。 

 

実施体制に記載されていない従業員・補助員については、旅費の対象とな

りません。 

 

 

注６：技術指導費について 

補助事業の実施にあたり、外部の専門家等の技術指導を必要とする場合、

当該専門家等に支払う謝金や旅費等については、原則として当該機関の謝金

規程等により算定された額の計上を認めます。 

ただし、この場合の旅費についても、特別な理由がない限り、タクシー料

金、グリーン車料金及びビジネスクラス・ファーストクラス料金等は認めま

せん。謝金についても、当該機関の職員の給与水準に照らして妥当と認めら

れる額の範囲内とします。 

 

 

注７：補助対象外の経費例（あくまでも例示であり、下記が全てではありません） 

① 汎用性の高い機器、ソフトウェア購入費 

※ 汎用的な機材や機器の購入は、本補助事業のみで利用する目的であって

も、原則として補助対象とはなりません。本補助事業期間内に限り、機

器・機材等のレンタル・リースは補助対象として認められます。 

② 筆記用具やコピー用紙等文具類、及びインクカートリッジ等ＯＡ関連用品の

購入費 

③ 辞書、ハンドブック、入門書及び補助事業に直接必要のない図書費 

④ 茶菓子代、飲食費及び交際接待費 

⑤ 大学等に雇用されている教職員及び大学等で教育活動を行う教員の人件費 

⑥ 補助事業と関係のない学会及びセミナー参加料 

⑦ 補助事業と関係のある学会であっても、その年会費、食事代、懇親会費等 

⑧ 基礎的な研究開発要素を含む業務の委託・外注 

⑨ 振込手数料、代金引換手数料（取引先が振込手数料を負担する場合であっ

て、取引価格の内数になっている場合は補助対象とすることができます。た

だし、請求書又は振込明細書等で明確に確認できる場合に限ります。） 
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⑩ 個人や法人に直接的な利益を供与する販売促進費用（キャンペーン費用）。

ただし、不特定多数に対する宣伝広告費（展示会出展、カタログ作成等）は

補助対象とすることが出来ます。 

 

 

注８：コンソーシアム構成員の経費について 

交付申請時に、共同で事業を実施する機関（企業等）との間で締結したコ

ンソーシアム協定書等を提出していただきます。 

 

代表構成員は、コンソーシアム構成員にかかる費用を分配し、その支払い

を証明する書類を当財団へ提出していただきます。コンソーシアム構成員へ

の支払は、補助期間内に完了してください。補助金は、補助期間終了後、当

財団から代表構成員へ支払います。 

 

コンソーシアム構成員の管理監督責任は代表構成員に帰します。コンソー

シアム構成員に会計処理の不備があったときには、代表構成員に対し、補助

金の減額又は返還を求めます。 

 

 

【問い合わせ先】 

公益財団法人北九州産業学術推進機構  

イノベーションセンター 情報産業振興グループ 

 

〒808-0135 北九州市若松区ひびきの２番１号 

TEL：093-695-3077 / FAX：093-695-3677 

E-Mail： iipc@ksrp.or.jp 

担当（事務局） 糸川、加藤、万田 

 

 

 

本事業は「北九州産業学術推進機構デジタル技術活用による新ビジネス創出支援補

助金実施規程」に基づき行われております。 


